
と
こ
ろ
で
、
戦
後
の
近
世
農
村
史
研
究
の
方
法
的
限
界
を
指
摘
し
、
幕
藩
体

お
よ
び
手
賀
沼
、
印
施
沼
な
ど
の
周
辺
湖
沼
な
ど
に
お
け
る
水
運
の
展
開
を
、

わ
ゆ
る
「
香
取
の
海
」
に
属
す
る
水
域
、
利
根
川
中
下
流
か
ら
霞
ヶ
浦
、
北
浦

お
も
に
近
世
を
中
心
に
再
検
討
し
た
結
果
の
一
部
で
あ
り
、
近
世
中
後
期
に
お

け
る
利
根
川
水
運
の
変
質
を
駄
賃
馬
稼
ぎ
層
と
耕
作
船
の
動
向
を
中
心
に
考
察

し
た
も
の
で
あ
る
。

制
が
単
な
る
封
建
村
落
と
支
配
の
集
合
体
で
は
な
く
個
別
領
有
権
の
限
界
を
い

か
な
る
社
会
経
済
構
造
に
よ
っ
て
補
完
す
る
社
会
で
あ
っ
た
か
を
明
ら
か
に
す

る
と
い
う
観
点
か
ら
、
従
来
の
商
業
史
研
究
を
越
え
た
流
通
史
研
究
の
必
要
性

(
1
)
 

が
指
摘
さ
れ
た
。

一
方
、
戦
後
の
近
世
水
運
史
研
究
も
、
古
島
敏
雄
氏
ら
の
研

(
2
)
 

究
を
継
承
し
農
民
的
商
品
流
通
の
発
展
を
検
証
す
る
方
法
と
し
て
推
進
さ
れ
た
。

利
根
川
水
運
に
限
っ
て
も
、
山
田
武
麿
氏
、
手
塚
良
徳
氏
ら
の
先
駆
的
業
績
を

駄
賃
馬
稼
ぎ
と
耕
作
船
（
内
田
）

本
稿
は
、
本
館
グ
ル
ー
プ
研
究
「
香
取
の
海
と
民
衆
」
の
一
環
と
し
て
、

し)

駄
賃
馬
稼
ぎ
と
耕
作
船

ー
近
世
中
後
期
に
お
け
る
利
根
川
水
運
の
変
質
を
め
ぐ
っ
て
ー

踏
ま
え
て
、
幕
府
の
河
岸
場
統
制
政
策
の
展
開
を
中
心
に
検
討
さ
れ
た
川
名
登

氏
、
境
河
岸
を
中
心
と
す
る
商
品
流
通
を
詳
細
に
分
析
し
、
ま
た
幕
府
の
川
船

(
3
)
 

統
制
政
策
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
丹
治
健
蔵
氏
ら
の
業
績
が
あ
る
。

史
研
究
の
見
直
し
が
盛
ん
に
な
っ
た
、
た
と
え
ば
、
平
成
四
年
十
月
、
埼
玉
県

草
加
市
に
お
い
て
地
方
史
研
究
協
議
会
第
四
三
回
大
会
が
開
催
さ
れ
、
共
通
論

(
4
)
 

題
「
河
川
ー
境
界
と
交
流
ー
」
の
も
と
に
八
本
の
報
告
が
行
わ
れ
た
。
そ
れ
ぞ

れ
の
報
告
内
容
は
、
単
に
各
時
代
の
水
運
そ
の
も
の
の
動
向
を
検
証
す
る
こ
と

に
留
ま
ら
ず
、
土
俗
信
仰
、
寺
社
勢
力
、
政
治
権
力
と
も
関
わ
る
貴
重
な
内
容

で
あ
り
、

と
り
わ
け
東
国
中
世
史
の
分
野
に
お
い
て
、
水
運
史
研
究
が
一
部
門

史
に
留
ま
ら
ず
、
生
き
生
き
と
し
た
社
会
像
を
描
く
手
段
に
ま
で
高
め
ら
れ
て

い
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
た
。
ま
た
、
筑
波
大
学
常
総
地
域
史
研
究
会
主
催
の

「
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
常
陸
の
道
」
第
三
回
（
平
成
二
年
三
月
）
、
第
四
回
（
平
成
三

J
れ
ら
の
先
行
研
究
を
受
け
て
、
近
年
、
利
根
川
流
域
を
対
象
を
す
る
水
運

内
田
龍
哉
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の
変
質
を
め
ぐ
っ
て
、
残
さ
れ
た
課
題
を
若
干
整
理
し
て
み
た
い
。

強
調
し
た
点
で
大
き
な
成
果
が
得
ら
れ
た
と
い
え
よ
う
。

駄
賃
馬
稼
ぎ
と
耕
作
船
（
内
田
）

年
四
月
）
で
も
「
常
陸
の
水
運
」
が
テ
ー
マ
と
さ
れ
、
古
代
か
ら
近
代
ま
で
六

(
5
)
 

本
の
貴
重
な
報
告
が
得
ら
れ
た
。

こ
の
よ
う
な
利
根
川
流
域
を
中
心
と
し
た
水
運
史
研
究
の
盛
況
を
も
た
ら
し

た
背
景
の
一
っ
に
、
交
通
史
研
究
会
千
葉
大
会
の
開
催
と
そ
の
成
果
が
挙
げ
ら

れ
る
。
平
成
元
年
五
月
十
三
日
十
四
日
、
千
葉
経
済
大
学
で
交
通
史
研
究
会
第

十
五
回
大
会
が
利
根
川
文
化
研
究
会
と
の
共
催
に
よ
り
開
催
さ
れ
た
。
こ
こ
で

は
、
統
一
論
題
に
「
水
運
と
そ
の
文
化
」
を
掲
げ
、
八
名
の
講
演
と
発
表
が
行

(Ii) 

わ
れ
た
。
各
報
告
で
は
、
利
根
川
水
運
そ
の
も
の
に
関
わ
る
も
の
の
ほ
か
、
漁

業
、
在
方
市
、
河
岸
場
集
落
、
船
乗
り
の
信
仰
な
ど
に
関
す
る
報
告
が
行
わ
れ
、

近
世
を
中
心
と
す
る
水
運
史
研
究
そ
の
も
の
の
見
込
む
べ
き
視
野
の
広
が
り
を

こ
の
よ
う
な
水
運
史
研
究
の
展
開
を
検
討
す
る
中
で
、
本
稿
で
は
中
下
利
根

川
に
お
け
る
水
運
史
研
究
の
主
要
な
課
題
で
あ
っ
た
、
水
運
を
担
う
基
礎
構
造

川
名
、
丹
治
両
氏
が
す
で
に
指
摘
さ
れ
た
と
お
り
、
利
根
川
流
域
で
は
、
享

保
期
以
降
新
道
新
河
岸
行
為
を
め
ぐ
る
争
論
が
頻
発
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ

い
て
、
川
名
氏
は
政
策
基
調
の
立
場
か
ら
幕
府
勘
定
所
に
よ
る
河
岸
問
屋
株
の

設
定
に
注
目
し
、
丹
治
氏
は
幕
府
1
1
1
船
役
所
に
よ
る
川
船
統
制
政
策
の
展
開
に

注
目
し
、
そ
の
過
程
で
在
地
の
農
業
船
統
制
に
つ
い
て
言
及
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
今
日
で
は
自
治
体
市
編
纂
事
業
な
ど
の
普
及
に
よ
り
、
村
方
史

料
を
利
用
し
て
政
策
展
開
の
背
景
と
実
態
に
せ
ま
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
。

そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
近
世
中
後
期
の
利
根
川
水
運
を
め
ぐ
る
基
礎
構
造
の
変

新
道
新
河
岸
と
駄
賃
馬
稼
ぎ
層

川
名
氏
が
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
農
民
的
商
品
流
通
の
発
展
を
反
映
し
て
、

中
利
根
川
流
域
を
中
心
に
い
わ
ゆ
る
新
道
新
河
岸
行
為
が
頻
発
し
て
お
り
、

の
こ
と
が
幕
府
を
し
て
明
和
安
永
年
間
に
河
岸
問
屋
株
設
定
を
実
施
さ
せ
る
前

提
と
な
っ
て
い
る
。
同
時
に
、
新
旧
河
岸
を
取
り
巻
＜
後
背
地
農
村
に
つ
い
て

見
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
社
会
情
勢
は
既
存
河
岸
の
み
な
ら
ず
新
河
岸
と
も

容
易
に
結
び
つ
い
て
活
動
す
る
駄
賃
馬
稼
ぎ
層
の
広
範
な
展
開
と
結
び
つ
い
て

い
る
。
以
下
で
は
、
こ
の
こ
と
を
中
利
根
川
南
岸
の
瀬
戸
河
岸
を
例
に
検
討
し

瀬
戸
河
岸
こ
と
下
総
国
葛
飾
郡
瀬
戸
村
は
、
現
在
の
野
田
市
域
の
東
南
角
に

位
置
す
る
。
近
世
初
期
に
旗
本
一
色
氏
領
と
な
り
、
次
い
で
寛
永
年
間
か
ら
は

稲
垣
氏
、
駒
井
氏
の
二
給
と
さ
れ
、
以
後
幕
末
に
至
る
。
村
高
は
、
元
禄
郷
帳

(l/

) 

で
三
百
八
拾
三
石
あ
ま
り
と
比
較
的
小
規
模
の
村
落
で
あ
っ
た
。

こ
の
瀬
戸
村
が
利
根
川
か
ら
の
荷
物
水
揚
げ
と
江
戸
川
筋
へ
の
付
け
越
し
稼

0
)
の
争
論
の
時
点
で
は
、

そ

す
で
に
鬼
怒
川
筋
か
ら
の
奥
筋
荷
物
を
水
揚
げ
し

ぎ
を
始
め
た
時
期
は
定
か
で
な
い
が
、

つ
ぎ
に
紹
介
す
る
享
保
五
年
(
-
七

よ
う
。

利
根
川
筋
と
周
辺
村
落
を
事
例
と
し
て
検
討
し
て
ゆ
く
。

質
を
も
た
ら
し
た
零
細
な
運
輸
業
者
、
駄
賃
馬
稼
ぎ
と
耕
作
船
の
動
向
を
、
中
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て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
こ
の
年
、
瀬
戸
村
名
主
平
内
と
隣
村
の
三
ツ
堀
村

百
姓
作
兵
衛
は
新
河
岸
を
取
り
立
て
、
奥
筋
諸
荷
物
を
江
戸
川
筋
へ
付
け
越
し

た
と
し
て
、
境
河
岸
問
屋
を
含
む
境
通
り
馬
継
七
ケ
宿
か
ら
領
主
稲
垣
氏
あ
て

に
訴
え
ら
れ
た
。
こ
の
境
通
り
馬
継
七
ケ
宿
と
は
鬼
怒
川
左
岸
の
上
山
川
河
岸

及
び
山
王
河
岸
か
ら
結
城
郡
大
木
町
、
諸
川
町
、
仁
連
町
、
谷
貝
町
宿
を
経
て

猿
嶋
郡
境
河
岸
に
い
た
る
経
路
で
、
こ
の
と
き
の
付
け
越
し
荷
物
と
は
鬼
怒
川

経
由
で
奥
羽
北
関
東
方
面
か
ら
江
戸
へ
送
る
荷
物
で
、
本
来
は
鬼
怒
川
中
流
の

上
山
川
河
岸
山
王
河
岸
で
い
っ
た
ん
水
揚
げ
し
て
、
境
通
り
を
継
送
し
、
下
総

国
猿
嶋
郡
境
河
岸
で
再
び
船
積
み
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
境
通
り
側
に

よ
れ
ば
、
瀬
戸
村
ほ
か
の
新
河
岸
が
水
揚
げ
し
た
こ
と
で
境
通
り
へ
の
物
資
回

送
量
が
減
少
し
た
た
め
、
公
儀
伝
馬
役
を
勤
め
る
上
の
障
り
に
な
っ
た
と
し
て

(
8
)
 

い
る
。

こ
の
と
き
瀬
戸
村
は
、
稲
垣
氏
に
よ
り
鬼
怒
川
筋
か
ら
の
積
下
げ
荷
物
の
水

揚
げ
と
付
け
越
し
を
禁
止
さ
れ
た
が
、
翌
年
に
は
下
流
の
布
施
河
岸
の
荷
宿
善

(
9
)
 

右
衛
門
ら
か
ら
も
新
河
岸
行
為
を
幕
府
代
官
に
あ
て
訴
え
ら
れ
た
。
布
施
河
岸

側
に
よ
れ
ば
、
瀬
戸
村
は
「
常
陸
、
下
野
、
奥
州
筋
之
往
来
江
戸
荷
物
」
を
近

在
の
荷
物
と
偽
っ
て
水
揚
げ
し
江
戸
川
筋
へ
付
け
越
し
て
お
り
、
古
来
よ
り
の

往
還
河
岸
で
あ
る
布
施
河
岸
の
御
用
の
障
り
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
争

論
の
結
果
、
瀬
戸
村
は
ま
た
も
付
け
越
し
稼
ぎ
を
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
こ

れ
に
関
連
し
て
後
背
地
の
村
々
の
興
味
深
い
動
き
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。

駄
賃
馬
稼
ぎ
と
耕
作
船
（
内
田
）

享
保
六
年
丑
七
月

以
上

〈
史
料
一
〉布

施
村

中

名
主
組
頭

覚

同
仁
兵
衛

同
甚
兵
衛

同
宇
右
衛
門

組
頭

善
左
衛
門

同
徳
右
衛
門

名
主
伝
左
衛
門

享
保
六
年
七
月
「
（
瀬
戸
河
岸
よ
り
荷
物
付
越
し
に
つ
き
）
覚
」

一
此
度
稲
垣
三
左
衛
門
様
御
知
行
所
瀬
戸
村
と
其
村
新
河
岸
新
道
出
入
二
被
取

結
候
、
依
之
右
瀬
戸
村
新
か
し
よ
り
揚
候
荷
物
当
村
之
者
共
付
送
候
儀
ハ
勿

論
、
歩
行
荷
物
二
而
茂
一
切
携
申
間
敷
由
御
役
所
よ
り
被
仰
渡
、
証
文
差
上
申

候
、
其
村
往
還
へ
掛
り
候
荷
物
之
由
二
候
条
弥
携
不
申
候
、
為
念
如
斯
二
候
、

西
深
井
下
谷
新
田
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享
保
六
年
丑
七
月

駄
賃
馬
稼
ぎ
と
耕
作
船
（
内
田
）

＾
史
料
二
〉

享
保
六
年
七
月
「
（
瀬
戸
河
岸
よ
り
荷
物
付
け
越
し
に
つ
き
）
差

一
隣
郷
瀬
戸
村
と
布
施
村
河
岸
出
入
二
取
結
申
候
二
付
、
右
瀬
戸
村
よ
り
送
り
荷

物
何
方
江
成
共
一
切
付
越
申
間
敷
旨
奉
畏
候
、
尤
歩
行
荷
物
二
而
も
同
前
之

旨
被
仰
渡
候
、
相
背
蜜
々
二
も
取
扱
候
義
後
日
二
相
知
候
共
、
急
度
越
度
二
可

被
仰
付
之
旨
奉
承
知
候
、
以
上

差
上
申
一
札
之
事

上
申
一
札
之
事
」

西
深
井
村
下
谷
新
田

大
青
田
村

東
深
井
村

西
深
井
村

名
主

組
頭

名
主

組
頭

名
主

組
頭

名
主

組
頭

鈴
木
勘
蔵
様

三
ツ
堀
村

山
高
野
村

右
の
二
点
の
史
料
に
よ
れ
ば
、
瀬
戸
村
の
新
河
岸
行
為
に
関
連
し
て
、
利
根

川
縁
の
山
高
野
村
か
ら
江
戸
川
縁
の
西
深
井
村
に
至
る
村
々
の
者
が
瀬
戸
河
岸

(10) 

で
水
揚
げ
さ
れ
た
諸
荷
物
を
付
け
越
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
に
、

し
の
近
隣
村
々
の
者
が
駄
賃
馬
稼
ぎ
や
歩
行
と
い
う
か
た
ち
で
関
係
し
た
の
で

と
こ
ろ
で
、
〈
表
1

〉
は
瀬
戸
村
、
布
施
河
岸
な
ど
を
起
点
と
す
る
付
け
越
し

ル
ー
ト
の
周
辺
に
あ
た
る
村
々
の
う
ち
、
近
世
中
期
に
お
い
て
村
高
人
数
馬
数

の
判
明
す
る
事
例
を
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
主
穀
生
産
地

帯
の
状
況
と
考
え
る
に
は
過
剰
な
馬
数
を
保
有
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
と

り
わ
け
、
瀬
戸
村
の
新
河
岸
行
為
に
も
参
加
し
て
い
る
東
深
井
村
で
は
高
十
石

当
た
り
馬
一
頭
と
い
う
割
合
で
馬
を
所
有
し
て
お
り
、
こ
れ
は
村
明
細
帳
に
も

(Il) 

「
駄
馬
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
花
野
井
村
の
場
合
も
村
高
二
百
二
十
八

石
、
人
数
六
百
三
十
三
人
（
う
ち
男
三
百
十
二
人
）

あ
る
。

に
対
し
て
駄
馬
百
十
二
頭

新
河
岸
行
為
の
背
後
に
は
、
新
河
岸
を
取
り
立
て
た
村
の
み
で
な
く
、
付
け
越

名
主

組
頭

名
主

組
頭
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て
い
る
。

を
所
有
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
高
二
石
に
一
頭
、
男
三
人
に
一
頭
と
い
う
割
合

(12) 

に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
高
田
村
で
は
、
宝
暦
七
年
（
一
七
五
七
）
に
は
村
高

二
百
三
十
八
石
あ
ま
り
に
対
し
て
二
十
三
四
頭
を
所
有
し
、
我
孫
子
宿
伝
馬
役

を
は
じ
め
と
し
て
年
間
延
べ
三
百
六
十
疋
の
馬
役
を
勤
め
て
い
る
が
、

そ
の
一

方
で
村
方
の
困
窮
に
も
関
わ
ら
ず
、
村
全
体
で
は
年
間
に
金
十
二
両
の
馬
代
金
、

銭
四
貫
文
の
斃
馬
入
用
を
支
出
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
馬
の
「
耐
用
年
数
」
が

四
＼
五
年
と
短
期
間
で
あ
る
た
め
で
、
付
け
越
し
荷
物
の
引
き
受
け
に
よ
る
駄

(13) 

賃
馬
稼
ぎ
の
た
め
、
購
入
し
た
馬
を
酷
使
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
。

以
上
、
〈
表1
〉
に
沿
っ
て
概
観
し
た
よ
う
に
、
付
け
越
し
ル
ー
ト
周
辺
の
村
々

で
は
多
数
の
駄
馬
を
所
有
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
各
村
の
状
況
は
、
付
け
越

し
に
よ
る
駄
賃
馬
稼
ぎ
が
有
利
な
農
外
収
入
の
機
会
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し

そ
れ
は
、
次
の
事
件
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
。
天
明
五
年
(
-
七
八
六
）
七

月
、
瀬
戸
村
に
近
い
利
根
川
左
岸
の
船
戸
村
の
扇
蔵
と
い
う
者
が
、
次
の
よ
う

な
付
け
越
し
事
業
の
承
認
を
幕
府
に
出
願
し
た
。
す
な
わ
ち
、
中
利
根
川
筋
と

江
戸
川
筋
に
一
ニ
ケ
所
ず
つ
「
附
越
場
」
を
設
け
、
翌
六
年
か
ら
十
年
に
わ
た
っ

て
下
利
根
川
通
船
諸
荷
物
を
付
け
越
し
、

駄
賃
馬
稼
ぎ
と
耕
作
船
（
内
田
）

そ
の
利
益
を
も
っ
て
、
手
賀
沼
の
干

拓
工
事
と
新
田
千
五
六
百
町
歩
取
り
立
て
に
か
か
る
御
普
請
入
用
金
の
一
部
と

(14) 

し
て
一
万
両
あ
ま
り
を
調
達
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
船
戸
村
は
以
前
か
ら

瀬
戸
村
と
同
様
の
新
河
岸
行
為
を
繰
り
返
し
て
お
り
、
明
和
安
永
年
間
に
実
施

さ
れ
た
河
岸
問
屋
株
の
設
定
か
ら
漏
れ
る
と
い
う
状
況
の
中
で
、
手
賀
沼
干
拓

が
い
か
に
便
利
で
あ
っ
た
か
、
③
付
越
稼
ぎ
の
利
益
が
い
か
に
大
き
い
か

(16) 

三
点
を
意
味
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

し
計
画
は
、
こ
の
計
画
を
模
倣
し
一
部
改
変
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

す
る
と
い
う
表
現
に
も
伺
わ
れ
る
。

の

事
業
と
結
び
付
け
る
こ
と
で
新
河
岸
行
為
の
公
認
を
も
と
め
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
こ
と
は
、
願
書
の
な
か
で
「
下
利
根
川
通
船
諸
荷
物
川
支
之
節
々
相
対
次

第
江
戸
1
1
1江
」
付
け
越
す
と
し
、
既
存
河
岸
の
権
益
を
損
ね
な
い
範
囲
で
実
施

と
こ
ろ
で
、
こ
の
計
画
に
は
、
そ
れ
に
先
行
す
る
同
様
の
も
の
が
存
在
し
た
。

天
明
元
年
、
銚
子
高
神
村
の
新
五
左
衛
門
ほ
か
三
名
の
者
が
、
幕
府
に
対
し
て
、

次
の
よ
う
な
付
け
越
し
事
業
を
出
願
し
た
。
す
な
わ
ち
、
木
野
崎
、
三
ツ
堀
、

船
戸
な
ど
中
利
根
川
筋
の
六
ケ
村
と
今
上
な
ど
江
戸
川
筋
の
三
ケ
所
に
荷
請
場

を
取
り
立
て
、
今
後
十
八
年
に
わ
た
っ
て
「
奥
州
常
陸
下
野
下
総
」
か
ら
の
荷

物
を
付
け
越
し
、
そ
の
利
益
を
も
っ
て
幕
府
に
運
上
金
を
年
間
七
百
両
上
納
し
、

銚
子
外
川
の
鰯
潰
れ
網
を
再
興
し
、
併
せ
て
手
賀
沼
を
干
拓
し
新
田
二
千
町
歩

（
に
）

を
取
り
立
て
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
計
画
は
既
存
河
岸
の
障
り
と
な

る
た
め
許
可
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、

さ
き
の
船
戸
村
扇
蔵
の
付
け
越

こ
れ
ら
の
荷
物
付
け
越
し
計
画
が
立
案
さ
れ
た
こ
と
は
、
丹
治
氏
が
天
明
元

年
の
一
件
に
つ
い
て
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
①
天
明
期
に
お
け
る
関
宿
周
辺
の

通
船
が
利
根
川
の
渇
水
の
た
め
に
非
常
に
困
難
で
あ
っ
た
こ
と
、
②
荷
物
付
越

右
の
よ
う
な
外
的
な
条
件
も
、
さ
き
に
〈
表
l

〉
に
よ
っ
て
指
摘
し
た
よ
う

な
周
辺
農
村
に
多
数
の
駄
馬
を
所
有
さ
せ
る
に
至
っ
た
背
景
に
ひ
と
つ
で
あ
る
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表 l 葛飾郡村内の馬（野田・流山・柏市域）

Nu 村名 年月 村高 人数 馬数 備考

1 今上 宝暦10 563 872 

゜2 今上村新田 文化 2 563 789 

゜
幕領

3 東深井 寛保元 281 298 29 

4 三ケ尻 慶応 2 288 177 20 

5 三ツ堀 寛保 1, 6 308 534 83 駿河田中藩領

長崎
元禄 2, 6 37 4 

幕領6 
元文 4, 9 37 40 2 

宝永 5, 10 512 350 27 

7 鰭ケ崎 寛保 1, 6 512 306 22 駿河田中藩領

文化 6, 6 345 16 

宝暦10, 7 44 1 
8 野々下

天保 8, 1 153 45 3 
後藤氏知行所

, 加 寛保 1, 6 366 377 26 

10 東深井 寛保 1, 6 281 298 29 「荷馬」とあり

11 西深井 寛保 1, 6 415 499 44 駿河田中藩領

12 同下谷新田 寛保 1, 6 901 331 5 幕領

13 古間木 宝暦12, 3 67 51 3 

14 駒木新田
寛保 3, 8 70 162 8 

幕領
文化 2, 2 70 131 7 

15 十太夫新田 文化 2, 2 69 58 2 幕領

16 上新宿 天保14, 6 78 131 5 永田氏知行所

17 前ケ崎 天保14, 6 340 111 14 太田氏知行所

18 大青田 寛保 1, 6 593 515 50 駿河田中藩領

19 小青田
寛保 1, 6 52 161 25 

駿河田中藩領
文化 6, 6 134 17 

20 大室 寛保 1, 6 278 545 50 駿河田中藩領

21 正蓮寺 寛保 1, 6 36 65 , 駿河田中藩領

22 高野 寛保 1, 6 92 144 19 駿河田中藩領

23 花野井
寛保 1, 6 228 633 112 駿河田中藩領
天保14, 6 228 604 83 

24 宿蓮寺 宝永 5, 17 115 68 7 

25 高田 宝永 5, 17 164 229 40 駿河田中藩領

駄
賃
馬
稼
ぎ
と
耕
作
船
（
内
田
）

（注 1) 典拠は、『柏市史資料編』『流山市史資料集』各巻及び各史料所蔵者。

（注 2) 村高は、単位＝石 (1 石未満切捨て）
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駄
賃
馬
稼
ぎ
と
耕
作
船
（
内
田
）

次
に

J
う
い
っ
た
状
況
を
踏
ま
え
て
、
個
々
の
農
民
の
馬
所
有
の
あ
り
方

を
占
め
て
い
る
。

未
満
層
が
2
0軒
、
1
8パ
ー
セ
ン
ト
を
数
え
る
な
ど
、

が
、
そ
の
一
方
で
周
辺
村
落
の
内
部
に
お
け
る
い
か
な
る
構
造
変
化
が
駄
賃
馬

稼
ぎ
層
を
発
達
せ
し
め
た
の
か
、

言
い
か
え
る
な
ら
ば
、
彼
ら
が
村
内
の
い
か

な
る
存
在
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
点
こ
そ
が
重
要
な
問
題
点
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
検
討
す
る
た
め
、

一
例
と
し
て
下
総
国
葛
飾
郡
大
室
村
を
あ
げ

よ
う
。
同
村
は
、
往
還
河
岸
と
し
て
荷
物
付
け
越
し
を
公
認
さ
れ
て
い
た
布
施

河
岸
の
南
隣
に
あ
り
、
近
世
中
期
以
降
は
幕
領
と
駿
河
田
中
藩
領
の
二
給
で
、

元
禄
郷
帳
で
村
高
二
百
七
十
八
石
あ
ま
り
の
と
こ
ろ
を
天
保
郷
帳
で
は
四
百
五

十
九
石
に
増
加
し
て
い
る
。
同
村
で
は
村
民
が
布
施
河
岸
へ
付
け
越
し
に
か
か

る
駄
賃
馬
稼
ぎ
に
加
わ
る
一
方
で
、
貞
享
三
年
(
-
六
八
六
）

(17) 

岸
争
論
の
起
こ
し
て
い
る
。

か
ら
新
道
新
河

〈
表
2

〉
は
、
同
村
に
お
け
る
天
明
六
年
四
月
の
持
高
別
階
層
構
成
と
馬
所

有
の
関
係
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
当
時
の
家
数
百
七
軒
の

う
ち
、
持
高
五
石
未
満
層
が
総
家
数
の

8
0パ
ー
セ
ン
ト
で
、
中
で
も
持
高
一
石

以
上
―
―
一
石
未
満
層
が45パ
ー
セ
ン
ト
と
半
数
近
く
を
占
め
、

す
べ
て
が
馬
を
所
有
し
、

さ
ら
に
持
高
一
石

一
部
上
層
農
民
と
一
般
零

細
農
民
と
に
分
化
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
内
、
持
高
五
石
以
上
層
の

そ
の
馬
数
合
計
は
百
頭
で
総
馬
数
の

4
3パ
ー
セ
ン
ト

一
方
、
持
高
五
石
未
満
層
で
も
馬
数
百
十
頭
を
所
有
し
、
上

層
農
民
ほ
ど
密
で
は
な
い
も
の
の
、
零
細
農
民
層
の
中
に
も
馬
を
所
有
す
る
家

が
あ
り
、
馬
の
所
有
が
必
ず
し
も
上
層
農
民
に
偏
っ
て
い
な
い
こ
と
が
分
か
る
。

表 2 大室村の持高別階層構成と馬所有の関係

家数 構成比 馬所有 階層内 階層別
持高別区分

（軒） 軒数（軒）
所有率 構成比

(%) (%) (%) 

10石以上 8 8 

9 石~10石 2 2 

8 石~9 石 2 2 
20 100 43 

7 石~8 石 6 6 

6 石~7 石 1 1 

5 石~6 石 2 2 

4 石~5 石 , 8 
17 83 31 

3 石~4 石 , 7 

2 石~3 石 12 6 
45 27 26 

l 石~2 石 36 7 

0 石以上~l 石未満 21 18 

゜ ゜ ゜合計 107 49 

（出典）注 (11) に同じ。構成比等は概数。
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外
持
山
八
畝
廿
七
歩

屋
敷
七
畝
六
歩

同
芝
畑

駄
賃
馬
稼
ぎ
と
耕
作
船
（
内
田
）

て
、
馬
所
有
農
家
の
中
で
最
も
持
高
の
多
い
甚
右
衛
門
家
と
最
も
持
高
の
少
な

(18) 

い
彦
左
衛
門
家
の
事
例
を
紹
介
し
よ
う
。

〈
史
料
三
〉

五
畝
拾
五
歩

壱
町
壱
反
九
畝
歩

壱
町
四
反
三
畝
三
歩

壱
反
壱
畝
拾
五
歩

弐
反
三
畝
廿
七
歩

同
下
々
畑

同
畑

二
反
八
畝
歩

同
下
畑

流
作
田

同
下
々
田

同
中
畑

か
に
妻
、
母
、
幼
年
の
一
男
一
女
に
奉
公
人
五
名
か
ら
な
り
、
馬
は
三
頭
所
有

新
下
田

新
上
畑

三
拾
七
才

四
畝
三
歩

三
畝
拾
弐
歩

壱
反
弐
畝
廿
七
歩

弐
反
七
畝
拾
五
歩

壱
反
八
畝
廿
壱
歩

壱
町
壱
反
廿
一
歩

七
反
壱
畝
廿
七
歩

三
人
女

馬
―
―
一
疋

男
子
茂
吉

甚
右
衛
門
家
の
持
高
は
三
十
六
石
あ
ま
り
、
反
別
は
七
町
八
反
ほ
ど
で
、
そ

の
大
半
は
下
級
田
畑
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
家
族
構
成
は
甚
右
衛
門
の
ほ

し
て
い
る
。
同
家
の
具
体
的
な
経
営
内
容
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
奉
公
人
を

交
え
た
相
当
規
模
の
手
作
り
経
営
と
考
え
ら
れ
、
馬
所
有
も
そ
れ
に
関
連
し
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

下
々
田
八
反
弐
畝
廿
七
歩

下
々
畑

下
田

壱
町
三
反
八
畝
三
歩
下
畑

中

田

壱
反
八
畝
三
歩

中
畑

壱
反
八
畝
廿
七
歩

上
田

下
男
三
人

外
下
女
弐
人

此
訳

上
畑

が
五
人
内

此
反
別
七
町
八
反
壱
畝
廿
一
歩

弐
人
男

頭
甚
右
衛
門

一
是
ハ
手
前
二
罷
有
候

女
子
も
よ

六
才

一
高
三
拾
六
石
弐
斗
五
升
四
合

一
是
ハ
手
前
二
罷
有
候

九
才

一
天
野
山
城
守
様
御
知
行
所
駒
木
村
平
兵
衛
娘

母
五
拾
五
才

大
室
村
甚
右
衛
門
家
の
事
例

一
井
沢
播
磨
守
様
御
知
行
所
前
ケ
崎
村
半
左
衛
門
娘

女
房

見
取
田

三
畝
歩

四
壁
拾
九
歩

見
取
畑

を
見
て
み
た
い
。
そ
こ
で
、
上
層
農
民
と
零
細
農
民
の
馬
所
有
の
具
体
例
と
し

見
取
畑

す
が
い
中
ノ
台

壱
反
弐
畝
廿
七
歩

城
腰
山

三
拾
弐
才

二
反
四
畝
六
歩
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駄
賃
馬
稼
ぎ
と
耕
作
船
（
内
田
）

が
四
人
内

一
離
別
二
成

弐
人
女

弐
人
男

馬
壱
疋

婆

廿
壱
才

手
賀
沼
に
お
け
る
川
船
の
実
態
と
統
制

一
是
ハ
手
前
二
罷
有
候

男
子
仙
太
郎
廿
弐
才

自
立
さ
せ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

一
御
領
分
松
ケ
崎
村
紋
右
衛
門
娘

母

六
拾
九
才

一
大
沢
主
馬
様
御
知
行
所
我
孫
子
村
彦
右
衛
門
娘

流
作
畑
九
畝
九
歩

流
作
芝
畑

外
新
下
々
田
五
畝
歩

新
下
畑

下

田
弐
畝
六
歩

此
訳

此
反
別
三
反
弐
畝
廿
一
歩

＾
史
料
四
〉

一
高
壱
石
四
斗
七
升

新
屋
敷

大
室
村
彦
左
衛
門
家
の
事
例

女
房 四

拾
三
才

弐
畝
廿
四
歩

弐
反
弐
畝
廿
一
歩

壱
反
拾
五
歩三

拾
五
才

甚
左
衛
門
家
の
持
高
は
わ
づ
か
一
石
四
斗
あ
ま
り
で
、
反
別
は
下
級
田
畑
の

み
で
三
反
二
畝
ほ
ど
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
そ
の
家
族
構
成
は
彦
右
衛
門
、

妻
、
母
、
二
十
二
歳
の
息
子
、
二
十
一
オ
の
娘
で
、
馬
を
一
頭
所
有
し
て
い
る
。

こ
れ
を
見
る
限
り
、
同
家
は
保
有
地
耕
作
の
み
で
経
営
を
自
立
さ
せ
る
こ
と
は

何
ら
か
の
農
外
収
入
を
想
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
し
て
、
彦
左
衛
門
家
の
よ

う
な
層
の
中
に
は
、
駄
賃
馬
稼
ぎ
な
ど
が
零
細
な
農
家
経
営
を
補
完
す
る
タ
イ

プ
か
ら
、
逆
に
駄
賃
馬
稼
ぎ
を
は
じ
め
と
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
日
＿
雇
取
り
稼
ぎ
が

零
細
経
営
の
主
軸
を
な
し
、
保
有
地
の
耕
作
は
そ
れ
を
補
完
す
る
に
す
ぎ
な
い

タ
イ
プ
ま
で
、
そ
の
中
間
に
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
が
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

貞
享
年
間
に
始
ま
り
享
保
期
に
と
く
に
新
道
新
河
岸
行
為
が
頻
発
す
る
背
景

に
は
、
彦
左
衛
門
家
の
よ
う
に
零
細
な
土
地
保
有
の
一
方
で
駄
馬
を
所
有
す
る

農
家
経
営
が
中
利
根
川
流
域
の
農
村
に
広
範
に
展
開
し
て
い
る
こ
と
と
深
く
関

連
し
て
い
る
。
彦
左
衛
門
家
は
じ
め
〈
表

2

〉
中
に
見
ら
れ
る
馬
所
有
農
家
の

多
く
が
荷
物
付
け
越
し
に
参
加
し
、
そ
の
他
に
も
付
け
越
し
と
河
岸
場
集
落
の

盛
況
に
伴
う
さ
ま
ざ
ま
な
旦
雇
稼
ぎ
に
従
事
す
る
こ
と
で
零
細
な
農
家
経
営
を

享
和
三
年
（
一
八
〇
三
）
二
月
、
幕
府
川
船
役
所
手
代
の
岡
野
利
兵
衛
及
び

天
野
作
治
郎
は
手
賀
沼
付
き
村
々
三
十
九
ケ
村
を
廻
村
し
吟
味
し
た
上
、
「
沼
内

船
」
に
つ
い
て
川
船
役
所
の
極
印
打
ち
を
請
け
、
川
船
役
銀
を
上
納
す
る
よ
う

(19) 

命
じ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
下
総
国
印
脂
郡
根
戸
新
田
を
惣
代
と
す
る
手
賀
沼

頭
彦
左
衛
門

甚
だ
困
難
で
、
馬
を
手
作
り
経
営
に
組
み
込
ん
だ
も
の
と
は
見
な
し
が
た
く
、
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の
は
、
手
賀
沼
の
縁
辺
部
の
水
田
の
運
搬
や
田
畑
の
肥
料
と
し
て
藻
草
の
確
保

駄
賃
馬
稼
ぎ
と
耕
作
船
（
内
田
）

付
き
村
々
は
、
沼
内
船
は
「
稲
麦
等
持
運
井
藻
草
刈
取
」
に
用
い
る
「
百
姓
農

具
同
様
之
田
船
」
で
、
「
通
船
」
で
は
な
い
と
反
論
し
た
。
そ
し
て
、
寛
保
三
年

（
一
七
四
三
）
に
「
沼
役
永
」
が
設
定
さ
れ
た
経
緯
に
触
れ
て
、
沼
内
船
の
数
に

見
合
う
沼
役
永
を
幕
府
に
上
納
す
る
と
共
に
、

そ
れ
ぞ
れ
の
領
主
あ
て
に
船
役

を
上
納
し
て
い
る
の
で
、
I
I
I船役
所
の
命
じ
る
よ
う
に
「
田
船
極
印
」
を
請
け

川
船
役
銀
を
上
納
し
て
は
コ
一
重
納
」
に
な
る
と
主
張
し
、
極
印
打
ち
を
免
除

す
る
よ
う
沼
役
永
の
上
納
先
で
あ
る
幕
府
代
官
滝

I
I
I小右
衛
門
役
所
に
歎
願
し

た
。
そ
の
結
果
、
沼
内
船
へ
の
極
印
打
ち
と
川
船
役
銀
の
上
納
は
当
面
は
免
れ

る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
沼
役
永
の
取
扱
い
は
支
配
代
官
と
川
船
役
所
の
「
両
取

扱
」
と
さ
れ
、
手
賀
沼
の
小
船
も
川
船
役
所
の
一
定
の
支
配
下
に
置
か
れ
る
こ

と
と
な
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
沼
内
船
と
沼
役
永
と
は
、

い
か
な
る
事
情
の
下
に
成
立
し

た
も
の
で
あ
ろ
う
。
手
賀
沼
付
き
村
々
で
は
、
寛
保
一
二
年
、
幕
府
代
官
井
沢
弥

惣
兵
衛
の
時
、
そ
れ
ま
で
の
「
小
船
運
上
」
が
廃
止
さ
れ
、

な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
用
役
に
は
小
船
が
不
可
欠
で
あ
り
、

易
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

よ
り
高
率
の
沼
役

永
が
設
定
さ
れ
た
。
こ
の
沼
役
永
は
、
沼
付
き
村
々
の
さ
ま
ざ
ま
な
用
役
に
対

し
て
賦
課
さ
れ
る
も
の
で
、
実
際
に
沼
で
使
用
す
る
小
船
を
持
つ
村
は
船
数
毎

に
割
り
当
て
ら
れ
、
船
を
持
た
な
い
村
は
仮
に
船
数
を
設
定
し
て
徴
収
さ
れ
た
。

こ
の
船
数
を
「
元
船
」
と
称
し
た
。
井
沢
が
沼
内
の
小
船
を
課
税
単
位
と
し
た

ま
た
実
態
の
把
握
が
容

と
こ
ろ
で
、
寛
保
―
―
一
年
以
降
も
沼
内
船
の
数
は
増
減
し
て
い
る
が
、そ
れ
に

見
合
う
元
船
の
増
減
は
行
わ
れ
ず
、
沼
役
永
も
設
定
時
の
ま
ま
推
移
し
て
い
る
。

例
え
ば
、
葛
飾
郡
戸
張
村
新
田
で
は
元
船
を
二
十
一
艘
と
設
定
さ
れ
て
い
る
が
、

天
保
四
年
(
-
八
＝
―
―
―
-
）
十
月
の
実
数
は
三
艘
に
減
少
し
て
い
た
。
し
か
し
、

(20) 

沼
役
永
は
「
有
船
」
「
空
船
」
の
別
な
く
徴
収
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
後
段
で
説
明
す
る
よ
う
に
、
幕
府

J
I船
役
所
は
天
明
年
間
か
ら

積
極
的
に
利
根
川
筋
の
川
船
の
把
握
に
乗
り
出
し
、

と
り
わ
け
寛
政
期
以
降
は

直
接
廻
村
し
て
、
耕
作
船
を
含
む
「
川
下
小
船
、
沼
下
小
船
」
の
実
態
把
握
を

目
指
し
て
い
る
。
そ
の
川
船
役
所
が
、
享
和
―
―
一
年
に
手
賀
沼
の
船
の
極
印
打
ち

に
動
い
た
こ
と
は
、
沼
内
の
小
船
が
実
際
は
水
運
に
参
入
し
て
い
た
可
能
性
が

あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
以
下
で
は
、
戸
張
河
岸
を
中
心
に
近
世
中
後
期

の
手
賀
沼
水
運
の
状
況
を
見
て
み
よ
う
。

手
賀
沼
の
最
奥
部
に
位
置
す
る
戸
張
村
に
は
、
近
世
初
期
に
は
江
戸
へ
の
物

資
輸
送
を
目
指
す
廻
船
が
利
根
川
か
ら
手
賀
沼
を
経
て
廻
着
し
、

で
繁
栄
し
た
と
さ
れ
、

そ
の
後
、
寛
文
三
年
(
-
六
六
一
1
-）

宝
暦
十
年
（
一
七
六
〇
）

そ
の
取
扱
い

に
利
根
J
I
I
本
流
と

の
間
を
仕
切
る
堤
が
完
成
し
て
利
根
川
か
ら
の
荷
が
入
津
し
な
く
な
っ
た
た
め
、

(21) 

関
東
郡
代
伊
奈
半
重
郎
に
願
い
出
て
冥
加
永
を
免
除
さ
れ
た
と
い
う
。
そ
し
て
、

の
村
明
細
帳
に
よ
れ
ば
、
戸
張
村
で
は
沼
役
永
六
百

三
十
文
を
上
納
し
、
「
藻
草
、
海
老
、
雑
子
少
々
ッ

A

魚
猟
」
し
て
い
る
。
し
か

し
、
実
際
は
前
節
で
見
た
瀬
戸
村
の
よ
う
な
新
道
新
河
岸
付
け
越
し
ル
ー
ト
の

―
つ
と
し
て
存
続
し
た
も
よ
う
で
、
宝
暦
三
年
に
は
新
右
衛
門
ら
問
屋
三
軒
が
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「
先
規
湊
之
節
、
間
屋
被
仰
付
候
由
緒
」
す
な
わ
ち
近
世
初
期
水
運
の
際
に
問
屋

で
あ
っ
た
こ
と
を
根
拠
と
し
て
村
内
の
馬
持
ち
十
七
人
に
「
馬
一
疋
二
付
、
四
文

ッ
＞
世
話
役
銭
」
を
要
求
す
る
と
共
に
、
問
屋
の
強
い
監
督
に
従
う
こ
と
を
要

求
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
手
賀
沼
水
運
の
再
興
に
伴
っ
て
戸
張
河
岸
の
秩
序
が

再
編
成
さ
れ
る
に
あ
た
り
、
河
岸
問
屋
側
が
馬
持
ち
層
の
完
全
な
掌
握
を
目
指

し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

つ
い
で
、
安
永
二
年
(
-
七
七
三
）
に
は
藤
八
と
い
う

者
が
近
世
初
期
水
運
に
お
い
て
「
駒
之
口
永
御
運
上
」
を
上
納
し
て
い
た
こ
と

を
由
緒
と
し
て
幕
府
の
河
岸
問
屋
吟
味
に
応
じ
、
株
運
上
の
上
納
と
戸
張
河
岸

の
「
壱
人
請
」
を
出
願
し
、
こ
れ
に
佐
平
次
と
伊
左
衛
門
も
「
往
古
問
屋
申
伝(24) 

二
付
、
問
屋
株
相
立
申
度
」
と
主
張
し
て
便
乗
す
る
と
い
う
事
件
が
起
こ
っ
た
。

し
か
し
、
結
局
は
新
右
衛
門
以
下
四
人
の
者
が
ぶ
叩
着
荷
物
世
話
」
に
つ
い
て

（
翌

領
主
で
あ
る
旗
本
三
橋
氏
の
公
認
を
受
け
る
に
と
ど
ま
っ
た
。
こ
れ
ら
の
経
緯

か
ら
、
近
世
中
期
の
戸
張
河
岸
に
は
寛
文
期
に
終
息
し
た
と
見
ら
れ
る
近
世
初

期
水
連
に
携
わ
っ
た
者
の
子
孫
が
居
住
し
伝
承
が
残
存
し
て
お
り
、
近
世
中
後

期
の
手
賀
沼
水
運
も
こ
れ
ら
の
潜
在
的
な
既
得
権
を
継
承
し
て
登
場
し
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。

で
は
、
戸
張
河
岸
に
お
け
る
物
資
輸
送
の
あ
り
さ
ま
を
見
て
み
よ
う
。
宝
暦

三
年
九
月
、
戸
張
村
の
儀
右
衛
門
を
は
じ
め
と
す
る
馬
持
十
七
人
は
、
河
岸
問

屋
三
軒
と
の
間
に
、
松
戸
流
山
ま
で
の
米
大
豆
荷
物
の
付
け
越
し
に
つ
い
て
取

(26) 

り
き
め
を
結
ん
で
い
る
。
ま
た
、
文
化
十
三
年
(
-
八
一
六
）
の
荷
請
帳
に
よ

れ
ば
、
戸
張
河
岸
の
問
屋
八
右
衛
門
は
年
貢
米
、
商
人
米
、
大
豆
、
酒
、
小
麦

駄
賃
馬
稼
ぎ
と
耕
作
船
（
内
田
）

賀
沼
の
小
舟
に
乗
船
す
る
こ
と
を
勧
め
た
と
い
う
。

れ
る
。

な
ど
を
中
心
と
す
る
荷
物
を
木
下
、
大
森
、
発
作
新
田
、
浅
間
前
、
亀
成
、
沖

田
、
布
鎌
、
新
木
、
立
木
、
六
軒
、
布
佐
台
、
手
賀
な
ど
手
賀
沼
縁
辺
の
村
々

（
四
）

の
荷
主
か
ら
引
き
受
け
、
主
に
流
山
の
河
岸
問
屋
や
米
穀
商
に
付
け
送
っ
て
い
る
。

そ
れ
は
、
手
賀
沼
縁
辺
の
村
々
か
ら
流
山
や
江
戸
へ
送
る
物
資
で
あ
る
と
と
も

に
、
さ
ら
に
下
利
根
川
筋
か
ら
出
荷
さ
れ
た
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら

こ
の
よ
う
な
戸
張
河
岸
の
発
展
は
、
他
の
新
道
新
河
岸
行
為
と
同
様
、
既
存

の
交
通
路
の
障
害
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
文
政
九
年
(
-
八
二
六
）
八

月
、
我
孫
子
宿
名
主
甚
左
衛
門
ら
は
葛
飾
郡
柏
村
百
姓
伝
次
郎
、
同
郡
松
ケ
崎

村
市
郎
兵
衛
、
相
馬
郡
相
嶋
新
田
喜
兵
衛
、
同
郡
浅
間
前
新
田
与
左
衛
門
、
印

痛
郡
発
作
新
田
藤
左
衛
門
、
同
郡
竹
袋
村
伊
右
衛
門
ら
を
相
手
取
り
、
手
賀
沼

の
小
船
に
よ
っ
て
旅
人
や
荷
物
を
不
正
に
往
来
さ
せ
、
我
孫
子
宿
の
往
還
筋
御

（
翌

用
の
障
り
に
な
っ
て
い
る
と
芦
布
府
に
訴
え
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
伝
次
郎
ら
は

柏
村
に
お
い
て
旅
人
を
相
手
に
居
酒
屋
、
煮
売
屋
を
営
む
ほ
か
、
旅
篭
屋
同
然

に
旅
人
を
止
宿
さ
せ
、
江
戸
と
成
田
山
、
佐
原
、
銚
子
方
面
を
往
来
す
る
旅
人

や
商
人
荷
物
に
対
し
て
、
戸
張
河
岸
や
柏
村
に
近
い
呼
塚
新
田
付
近
と
竹
袋
村

ほ
か
発
作
新
田
、
相
嶋
新
田
、
浅
間
前
新
田
な
ど
の
あ
い
だ
水
上
四
里
半
を
手

こ
の
争
論
で
注
目
す
べ
き
点
は
、
柏
村
の
側
に
多
数
の
沼
内
舟
が
参
加
し
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
企
て
に
参
加
し
小
船
を
所
持
し
て
い
た
の
は
、
柏
村

で
は
伝
次
郎
ほ
か
一
名
、
松
ケ
崎
村
で
は
市
郎
兵
衛
ら
三
名
、
発
作
新
田
ほ
か
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既
存
の
水
陸
交
通
に
脅
威
を
与
え
る
ま
で
に
成
長
し
つ
つ
あ
っ
た
。

前
節
ま
で
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
近
世
中
後
期
の
中
利
根
J
I筋
及
び
周
辺
湖

沼
に
は
、
新
河
岸
取
り
立
て
を
企
て
る
者
、
駄
賃
馬
稼
ぎ
に
参
加
す
る
零
細
農

民
層
、
河
川
湖
沼
の
耕
作
船
で
水
運
に
進
出
す
る
も
の
な
ど
が
広
範
に
発
生
し
、

こ
の
よ
う
な
社
会
情
勢
に
対
し
て
、
幕
府
は
彼
ら
の
実
態
把
握
と
新
た
な
徴

税
を
軸
と
す
る
統
制
政
策
を
推
し
進
め
る
。
次
に
、
こ
の
点
に
関
連
し
て
、
中

利
根
J
I
I流域
に
お
け
る
幕
府
川
船
役
所
の
J
I船
統
制
施
策
の
展
開
、
と
り
わ
け

(29) 

小
船
把
握
の
た
め
の
廻
村
の
実
施
過
程
を
概
観
し
よ
う
。
享
保
期
に
始
ま
る
中

近
世
中
後
期
の
川
船
統
制
と
利
根
川
水
運

河
岸
問
屋
株
設
定
後
の
天
明
五
年
（
一
七
八
五
）
十
月
、
川
船
役
所
は
、
関

せ
る
か
と
い
う
新
た
な
政
策
的
課
題
に
直
面
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

河
川
湖
沼
の
小
船
を
い
か
に
把
握
し
、

い
か
に
新
規
の
川
船
役
銀
を
請
け
負
わ

し
か
も
、
弥
七
は
じ
め
十
三
名
や
発
作
新
田
ほ
か
―
―
―
ケ
村
の
者
は
沼
役
永
を

こ
の
よ
う
に
、
寛
保
年
間
の
沼
役
永
設
定
に
よ
っ
て
、
藻
草
刈
り
や
漁
業
等

を
行
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
手
賀
沼
付
き
村
々
の
耕
作
船
も
、
宝
暦
期
に
は
手
賀

沼
を
経
由
す
る
新
道
新
河
岸
行
為
と
も
い
う
べ
き
水
運
を
お
こ
な
っ
て
い
た
こ

上
納
し
、
平
生
は
藻
草
刈
り
や
漁
業
を
営
ん
で
い
た
と
い
う
。

水
運
か
ら
の
新
た
な
徴
税
を
目
指
す
幕
府
が
断
行
し
た
明
和
安
永
期
の
河
岸

る
こ
と
が
分
か
る
。

け
越
し
や
旅
人
の
茶
船
へ
の
乗
船
を
め
ぐ
る
布
施
河
岸
や
木
下
河
岸
な
ど
の
既

駄
賃
馬
稼
ぎ
と
耕
作
船
（
内
田
）

三
ケ
村
で
は
茂
左
衛
門
ら
十
一
名
の
ほ
か
、
我
孫
子
宿
側
の
主
張
に
よ
れ
ば
「
（
柏

村
）
弥
七
外
拾
三
人
ハ
銘
々
小
船
を
致
所
持
、
大
勢
之
者
共
一
同
申
合
馴
合
ニ

而
船
稼
キ
致
し
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
多
数
の
手
賀
沼
の
小
船
が
参
加
し
て
い

利
根
川
筋
の
河
岸
場
争
論
の
大
半
は
、
利
根
川
筋
か
ら
江
戸
川
筋
へ
の
荷
物
付

存
河
岸
と
瀬
戸
村
、
船
戸
村
な
ど
の
新
河
岸
と
の
対
立
で
あ
り
、
そ
の
背
後
に

は
既
存
河
岸
の
統
制
外
の
小
船
や
後
背
地
農
村
に
お
け
る
広
範
な
駄
賃
馬
稼
ぎ

層
が
展
開
し
、
新
河
岸
行
為
と
容
易
に
結
び
付
い
て
き
た
こ
と
は
す
で
に
見
た
。

問
屋
株
設
定
は
、
新
河
岸
の
一
部
を
公
認
す
る
こ
と
で
新
旧
河
岸
間
に
あ
る
程

度
の
均
衡
を
も
た
ら
し
た
が
、
同
時
に
そ
れ
は
幕
府
を
し
て
公
認
さ
れ
た
河
岸

の
差
配
の
外
で
活
動
す
る
川
船
、

と
り
わ
け
耕
作
船
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る

八
州
か
ら
江
戸
へ
乗
り
入
れ
な
い
そ
の
土
地
限
り
の
川
筋
稼
ぎ
を
し
て
い
る
農

業
船
を
も
対
象
と
す
る
極
印
打
ち
と
役
銀
徴
収
の
強
化
を
試
み
て
い
る
。
こ
れ

に
た
い
し
て
、
耕
作
船
を
所
有
す
る
農
民
層
は
「
頑
民
等
。
農
事
に
も
ち
ゆ
る

舟
は
。
年
々
田
畝
よ
り
賦
税
お
さ
む
れ
ば
。
別
に
舟
の
抽
税
い
は
れ
な
し
と
て
。

党
を
む
す
び
騒
擾
せ
ん
と
す
る
よ
し
聞
え
け
れ
ば
。
い
く
ほ
ど
な
く
。
此
事
停

廃
せ
ら
れ
し
と
ぞ
。
」
と
伝
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
関
東
及
び
伊
豆
駿
河
の
農
民

が
農
村
小
船
に
対
す
る
新
規
課
税
に
強
硬
に
抵
抗
し
た
よ
う
で
あ
り
、
川
船
役

所
は
一
挙
に
包
括
的
な
農
村
小
船
の
統
制
と
役
銀
賦
課
を
断
行
す
る
こ
と
に
失

(30) 

敗
し
た
。
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こ
の
経
験
か
ら
、
川
船
役
所
は
一
片
の
法
令
に
よ
っ
て
包
括
的
な
川
船
統
制

を
実
現
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
の
認
識
に
立
ち
、
川
筋
を
実
地
に
廻
村
し
、

河
岸
問
屋
や
村
役
人
層
を
介
し
て
小
船
層
の
実
態
を
把
握
す
る
こ
と
を
目
指
し

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
寛
政
五
年
(
-
七
九
三
）
に
は
、
上
利
根
川
筋
の
所
働
船
に
対
す

る
統
制
に
着
手
し
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
、
丹
治
氏
に
よ
れ
ば
、
漁
船
や
耕
作

船
を
含
む
所
働
船
を
摘
発
し
、
極
印
打
ち
と
役
銀
徴
収
の
強
化
を
行
う
一
方
、

名
主
な
ど
の
地
方
支
配
機
構
を
通
じ
て
の
船
大
工
を
把
握
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

以
後
、
寛
政
末
年
か
ら
文
化
文
政
期
に
か
け
て
、
上
利
根
川
筋
所
働
船
に
対
す

(31) 

る
統
制
は
強
化
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

て
も
川
船
統
制
に
乗
り
出
す
。
寛
政
九
年
三
月
、
川
船
元
が
岡
野
利
兵
衛
ら
は

下
総
国
相
馬
郡
小
堀
河
岸
に
出
役
し
、
周
辺
村
々
に
対
し
て
「
川
下
ケ
小
船
」

の
有
無
を
質
し
た
上
、
こ
れ
に
対
す
る
年
貢
の
上
納
を
命
じ
、
「
腰
札
焼
印
」
を

下
付
す
る
と
と
も
に
、
こ
の
年
貢
を
上
納
で
き
な
い
も
の
は
川
筋
稼
ぎ
を
禁
止

(
「
河
下
仕
間
敷
」
）
す
る
と
し
た
。
こ
の
と
き
、
布
施
河
岸
に
近
い
下
総
国
葛
飾

郡
花
野
井
村
で
も
「
流
作
場
刈
揚
農
船
」
の
所
在
を
申
告
し
て
い
か
。
つ
い
で

享
和
三
年
に
は
岡
野
ら
が
手
賀
沼
付
き
村
々
に
対
し
「
沼
内
船
」
の
極
印
打
ち

そ
の
後
、
中
下
利
根
川
筋
及
び
霞
ヶ
浦
方
面
に
お
い
て
、
幕
府
川
船
役
所
が

ど
の
よ
う
な
川
船
把
握
を
行
っ
た
か
、

駄
賃
馬
稼
ぎ
と
耕
作
船
（
内
田
）

そ
の
後
の
経
過
は
い
ま
だ
あ
き
ら
か
で

と
川
船
役
銀
の
徴
収
を
命
じ
た
こ
と
は
前
節
に
述
べ
た
。

川
船
役
所
は
、
上
利
根
川
筋
所
働
船
に
つ
い
で
、
中
下
利
根
川
流
筋
に
お
い

天
保
九
戌
年
八
月

候
共

名
主
代

松
兵
衛
印

頭

組

下
総
国
香
取
郡

金
江
津
村

舟
主

一
言
之
申
分
無
御
座
候
、
依
而
一
札
差
出
申
処
如
件

〈
史
料
五
〉

私
儀
農
業
之
間
船
渡
世
仕
来
り
候
而
、
去
酉
八
月
中
常
州
高
崎
村
半
助
と
申
も

の
よ
り
右
船
壱
艘
買
求
、
河
筋
渡
世
可
致
存
候
処
、
破
損
所
多
く
用
立
不
申
、

無
拠
居
村
下
江
繋
置
候
処
、
此
度
河
筋
風
聞
二
者
無
極
印
二
而
去
年
中
よ
り
河

通
り
渡
世
仕
候
趣
被
成
御
聞
、
依
之
私
村
方
役
元
江
御
通
立
、
早
々
河
舟
御
役

所
江
願
出
、
御
極
印
奉
請
、
御
差
当
二
付
、
役
元
よ
り
小
屋
敷
と
申
付
愁
候
処
、

全
以
右
船
之
儀
者
河
稼
難
相
成
、
右
船
二
付
早
速
解
船
い
た
し
、
下
水
板
薪
等
用

ひ
、
船
形
二
而
者
差
置
申
間
敷
候
、
万
一
河
船
御
役
所
御
尋
も
御
座
候
ハ
、
貴
殿

（
虫
相
）

立
合
、
御
屋
敷
付
御
渡
を
以
□
口
□
口
立
可
被
下
候
、
前
書
之
通
相
違
無
御
座

候
、
万
一
其
儘
差
置
、
河
通
り
渡
世
為
致
候
ハ
、
村
役
人
方
江
何
様
二
被
申
立

差
出
申
一
札
之
事

天
保
九
年
八
月
「
廃
船
に
つ
き
一
札
」

つ
ぎ
に
見
て
み
よ
う
。

茂
助
印

な
い
が
、
一
連
の
川
船
統
制
が
ほ
ぼ
完
成
し
た
と
思
わ
れ
る
天
保
期
の
状
況
を
、
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与
え
て
い
る
。

増
減
を
も
中
間
的
に
管
理
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
。

駄
賃
馬
稼
ぎ
と
耕
作
船
（
内
田
）

木
下
河
岸

（
印
西
町
竹
袋

右
の
史
料
に
よ
れ
ば
、
利
根
J
I北
岸
の
金
江
津
村
（
現
茨
城
県
河
内
村
金
江

津
）
で
農
間
船
渡
世
を
営
む
茂
助
は
、
高
崎
村
の
半
助
と
い
う
者
か
ら
川
船
を

一
艘
購
入
し
た
が
、
破
損
が
多
い
の
で
使
用
し
な
い
ま
ま
居
村
下
へ
係
留
し
て

い
た
。
し
か
し
、
彼
が
極
印
を
請
け
な
い
ま
ま
使
用
し
て
い
る
と
の
風
聞
が
生

じ
た
の
で
、
こ
の
船
の
解
体
処
分
を
決
意
し
、
木
下
河
岸
問
屋
七
郎
右
衛
門
に

こ
の
船
に
関
す
る
川
船
方
の
尋
問
に
立
ち
会
っ
て
く
れ
る
よ
う
依
頼
し
て
い
る
。

な
お
、
高
崎
村
は
霞
ヶ
浦
高
浜
入
り
の
最
奥
部
に
あ
る
常
陸
国
新
治
郡
高
浜
河

(
M
)
 

岸
に
隣
接
す
る
河
岸
場
で
水
戸
藩
領
に
属
し
、
高
浜
河
岸
と
共
に
繁
栄
し
て
い
た
。

こ
の
事
例
か
ら
、
木
下
河
岸
の
問
屋
七
郎
右
衛
門
が
、
他
の
河
岸
場
の
川
船
の

ま
た
、
川
船
役
所
は
文
政
十
三
年
（
一
八
三

0
)
に
川
船
改
め
の
廻
村
を
実

施
し
、
そ
の
対
象
と
し
て
「
耕
作
船
其
外
」
と
明
確
に
掲
げ
て
い
る
。
そ
し
て

そ
の
際
に
、
木
下
河
岸
の
問
屋
武
助
ら
は
「
場
所
案
内
御
用
」
を
勤
め
て
お
り
、

川
船
役
所
は
天
保
五
年
十
月
に
彼
ら
に
褒
美
と
し
て
銭
一
―
一
貫
文
か
ら
拾
貫
文
を

(33) 

吉
岡
重
弘
家
文
書
）

村
源
助
、
常
陸
国
鹿
嶋
郡
大
舟
津
村
作
右
衛
門
、
下
総
国
海
上
郡
荒
野
村
庄
助

(m) 

吉
岡
重
弘
家
文
書
）

午
十
月

美
被
下
候
事
」

一
銭
拾
貫
文

其
方
儀
、
耕
作
船
其
外
下
利
根
川
筋
船
之
儀
心
附
付
船
改
廻
村
案
内
等
格
別
骨

折
候
二
付
、
褒
美
と
し
て
被
下
之

（
印
西
町
竹
袋

こ
の
と
き
、
武
助
と
と
も
に
褒
美
を
授
け
ら
れ
た
の
は
、
武
助
の
手
代
喜
左

衛
門
、
同
じ
く
万
蔵
、
木
下
河
岸
の
問
屋
壮
左
衛
門
、
下
総
国
相
馬
郡
川
原
代

で
あ
っ
た
。

か
れ
ら
の
所
在
地
の
分
布
か
ら
考
え
れ
ば
、
下
利
根
川
筋
全
域
の
耕
作
船
を

把
握
す
る
た
め
に
適
切
な
立
地
の
河
岸
を
川
船
役
所
側
が
指
名
し
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
木
下
河
岸
は
木
下
街
道
と
接
続
し
、
か
つ
手
賀
沼
の
落

口
に
位
置
す
る
こ
と
か
ら
、
中
下
利
根
川
筋
の
川
船
を
把
握
す
る
の
に
立
地
が

よ
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
木
下
河
岸
は
茶
船
稼
ぎ
を
め
ぐ
る
抜
船
対

策
と
し
て
番
船
を
配
置
し
て
警
戒
に
あ
た
っ
て
い
る
。

つ
ぎ
に
、
下
総
国
相
馬

郡
川
原
代
村
に
は
道
仙
田
河
岸
が
あ
り
、
小
貝

J
I
l
筋
及
び
牛
久
沼
等
を
把
握
し

や
す
い
立
地
で
あ
っ
た
。
大
舟
津
村
は
、
鹿
嶋
社
参
詣
に
関
連
し
て
多
数
の
茶

下
総
国
竹
袋
村

木
下
河
岸
武
助

問
屋
七
郎
左
衛
門
殿

＾
史
料
六
〉

天
保
五
年
十
月
「
川
船
御
役
所
よ
り
船
改
出
役
骨
折
候
二
付
御
褒
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世
中
後
期
の
水
運
に
つ
い
て
、
川
名
氏
、
丹
治
氏
ら
先
学
の
業
納
に
学
び
つ
つ
、

今
後
に
残
さ
れ
た
課
題
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
図
っ
た
も
の
で
あ
る
。

再
説
す
れ
ば
、
中
利
根
川
筋
に
お
い
て
新
道
新
河
岸
行
為
が
頻
発
す
る
背
景

に
は
後
背
地
農
村
（
主
に
葛
飾
郡
、
相
馬
郡
）
に
お
け
る
零
細
農
民
の
広
範
な

駄
賃
馬
稼
ぎ
へ
の
進
出
が
見
ら
れ
た
。
こ
の
点
は
川
名
氏
も
指
摘
さ
れ
て
い
る

が
、
今
後
の
課
題
と
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な
駄
賃
馬
稼
ぎ
層
を
生
み
だ
し
た
村

落
構
造
に
立
ち
入
っ
て
考
察
を
加
え
る
べ
き
で
あ
り
、
地
域
的
に
も
利
根
川
江

戸
川
間
の
付
け
越
し
稼
ぎ
に
留
ま
ら
ず
、

駄
賃
馬
稼
ぎ
と
耕
作
船
（
内
田
）

ひ
ろ
く
常
総
地
域
に
ま
た
が
る
問
題

本
稿
は
、
「
香
取
の
海
」
地
域
の
形
成
の
核
と
な
る
水
上
交
通
、
と
り
わ
け
近

お
わ
り
に

一
方
、
案
内
に
た
っ
た
河
岸
問
屋
側
も
‘
川
船

船
が
寄
港
す
る
河
岸
で
あ
る
と
同
時
に
、
鰐
川
狭
陰
部
に
面
し
て
北
浦
を
拒
す

る
位
置
に
あ
る
。
ま
た
、
荒
野
村
は
銚
子
の
中
心
部
に
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、

川
船
役
所
は
中
下
利
根
川
筋
の
河
岸
の
う
ち
川
船
を
把
握
し
や
す
い
立
地
の
も

の
を
選
び
、
そ
の
河
岸
問
屋
を
川
船
調
査
の
案
内
者
と
す
る
こ
と
で
、
彼
ら
の

日
常
的
な
川
船
に
対
す
る
影
粋
力
を
利
用
し
、

こ
と
を
目
指
し
た
の
で
あ
る
。

よ
り
確
実
に
川
船
を
把
握
す
る

役
所
に
よ
る
川
船
統
制
の
一
端
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
の
権
威

を
背
景
に
他
河
岸
や
統
制
外
の
川
船
に
た
い
す
る
影
聘
力
を
強
化
す
る
と
い
う

(36) 

利
点
も
あ
っ
た
。

市
場
の
形
成
と
利
根
運
河
の
開
通
、
鉄
道
網
の
発
達
な
ど
）
以
降
、
ど
の
よ
う

今
後
残
さ
れ
た
課
題
は
、
近
世
中
後
期
の
水
運
史
の
展
開
の
核
と
な
る
駄
賃

明
ら
か
に
し
た
。

寛
政
期
以
降
耕
作
船
を
含
む
川
船
の
把
握
と
役
銀
徴
収
を
推
し
進
め
て
お
り

立
ち
入
っ
て
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

つ
い
で
、
中
利
根
川
筋
及
び
流
域
の
湖
沼
で
も
、
陸
上
輸
送
と
同
様
に
、
平

生
は
藻
草
刈
り
や
漁
業
を
営
む
耕
作
船
が
通
船
と
し
て
旅
人
や
商
人
荷
物
の
輸

送
に
進
出
し
、
そ
の
こ
と
が
既
存
の
河
岸
や
宿
駅
に
と
っ
て
重
大
な
障
害
と
な

り
つ
つ
あ
る
こ
と
を
、
従
来
注
目
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
手
賀
沼
と
沼
内

舟
で
検
討
し
た
。
今
後
は
湖
沼
及
び
小
河
川
の
小
船
の
動
向
も
、
村
方
文
書
に

こ
れ
に
対
し
て
、
丹
治
氏
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
よ
う
に
、
幕
府
川
船
役
所
は

中
利
根
川
筋
で
も
湖
沼
の
耕
作
船
を
含
め
た
統
制
が
試
み
ら
れ
、
天
保
期
に
は

既
存
河
岸
の
河
岸
問
屋
を
そ
の
支
配
体
制
の
末
端
に
組
み
込
ん
で
い
る
こ
と
を

馬
稼
ぎ
層
や
水
運
に
進
出
す
る
耕
作
船
な
ど
が
い
か
な
る
歴
史
的
存
在
と
規
定

で
き
る
の
か
を
村
落
の
側
か
ら
検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
。
言
い
か
え
る
な
ら
ば
、

か
れ
ら
零
細
な
運
輸
事
業
者
が
当
該
地
域
の
村
落
の
ど
の
よ
う
な
構
造
変
化
か

ら
発
生
し
、
ど
の
よ
う
な
民
俗
世
界
や
信
仰
に
生
き
た
の
か
、

さ
ら
に
は
明
治

中
後
期
の
交
通
変
革
（
内
国
通
運
な
ど
に
よ
る
河
岸
問
屋
の
再
編
、
近
代
国
内

な
変
遷
を
た
ど
る
の
か
な
ど
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、
近
世
水
運
史
研
究
の

重
要
な
研
究
課
題
と
な
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
こ
と
と
後
背
地
農
村
の
社
会

（
打
）

と
考
え
て
い
る
。
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註(
1
)
中
井
信
彦
「
近
世
封
建
社
会
に
お
け
る
商
品
流
通
史
研
究
の
課
題
」
（
『
歴
史

学
研
究
』
第
二
二
九
号
、
一
九
五
九
）

(
2
)
古
島
敏
雄
『
信
州
中
馬
の
研
究
』
(
-
九
四
四
）
の
影
響
の
下
に
、
戦
後
関
東

で
は
渡
辺
一
郎
「
近
世
に
お
け
る
北
関
東
の
商
品
流
通
」
（
『
歴
史
評
論
』
第
五

巻
第
一
号
、
一
九
五
一
）
、
伊
東
好
一
「
南
関
東
畑
作
地
帯
に
お
け
る
商
品
流
通

の
展
開
」
（
『
歴
史
学
研
究
ビ
ニ
九
号
、
一
九
五
八
）
、
兒
玉
彰
三
郎
「
江
戸
周

辺
に
お
け
る
商
品
流
通
の
諸
段
階
ー
新
河
岸
川
舟
運
の
展
開
を
め
ぐ
っ
て
ー
」

(
『
歴
史
評
論
』
第
―
一
号
、
一
九
五
九
）
、
川
名
登
「
関
東
に
お
け
る
河
岸
問
屋

お
礼
申
し
上
げ
ま
す
゜

駄
賃
馬
稼
ぎ
と
耕
作
船
（
内
田
）

情
勢
を
結
び
付
け
て
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
近
世
水
運
史
研
究
を
川
と
河

岸
場
と
い
う
意
識
上
の
制
約
か
ら
開
放
し
う
る
の
で
は
な
い
か
。

近
世
中
後
期
の
水
運
史
を
め
ぐ
る
新
た
な
研
究
状
況
を
考
え
る
と
き
、
限
ら

れ
た
河
岸
問
屋
史
料
の
範
囲
を
越
え
て
、
新
た
な
研
究
視
角
が
生
ま
れ
つ
つ
あ

る
と
言
え
よ
う
。
そ
の
一
っ
が
林
基
氏
、
渡
辺
英
夫
氏
ら
に
よ
る
近
世
海
運
開

葉
大
会
や
地
方
史
研
究
協
議
会
草
加
大
会
で
提
起
さ
れ
た
民
俗
、
信
仰
な
ど
の

像
を
描
き
う
る
方
法
と
し
て
水
運
史
研
究
を
評
価
す
る
視
点
に
立
っ
て
い
る
と

(38) 

い
え
よ
う

最
後
に
、
川
名
登
、
丹
治
健
蔵
両
先
学
は
じ
め
貴
重
な
御
指
導
御
助
言
を
賜

っ
た
岩
崎
宏
之
、
桜
井
明
、
中
島
義
一
、
増
田
廣
賓
、
山
本
光
正
、
渡
辺
英
夫

の
諸
先
生
方
、
交
通
史
研
究
会
及
び
史
料
を
御
提
供
く
だ
さ
っ
た
方
々
に
厚
く

関
連
事
象
を
水
運
を
軸
に
再
構
成
す
る
も
の
で

い
づ
れ
も
ト
ー
タ
ル
な
歴
史

拓
と
い
う
視
点
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
り

い
ま
―
つ
が
交
通
史
研
究
会
千

渡
辺
潔
家
文
書
、

株
の
成
立
」
（
『
地
方
史
研
究
』
第
六
ニ
・
六
三
合
併
号
、
一
九
六
三
）
、
田
畑
勉

「
河
川
運
輸
に
よ
る
江
戸
地
廻
り
経
済
の
展
開
ー
享
保
・
明
和
期
の
分
析
を
対
象

と
し
て
ー
」
（
『
史
苑
』
第
二
六
巻
第
一
号
、
一
九
六
五
）
な
ど
方
法
的
に
も
実

証
的
に
も
重
要
な
業
績
が
公
表
さ
れ
た
。

(
3
)
手
塚
良
徳
「
近
世
板
戸
河
岸
の
研
究
」
（
『
下
野
史
学
』
第
十
四
号
、
一
九
六

二
）
、
大
墳
武
平
「
倉
賀
野
河
岸
に
於
る
廻
米
仕
法
に
つ
い
て
」
（
『
群
馬
文
化
』

第
十
号
、
一
九
五
七
）
、
岡
村
一
郎
「
古
文
書
よ
り
み
た
る
新
河
岸
川
舟
運
(
l
)

ー
天
明
四
年
の
船
方
趣
法
書
ー
」
（
『
武
蔵
野
史
談
』
第
一
巻
第
一
号
、
一
九
五

二
）
な
ど
、
水
系
や
主
要
河
岸
毎
の
業
績
が
公
表
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
多
数
の
業

績
を
総
括
す
る
意
味
で
、
川
名
登
『
近
世
日
本
水
運
史
の
研
究
』
(
-
九
八
四
）
ヽ

丹
治
健
蔵
『
関
東
河
川
水
運
史
の
研
究
』
(
-
九
八
四
）
が
相
次
い
で
刊
行
さ
れ

こt゚
 

(
4
)
地
方
史
研
究
協
議
会
は
、
か
つ
て
第
三
四
回
大
会
（
昭
和
五
八
年
十
月
、
山

形
市
）
で
も
「
流
域
の
地
方
史
」
を
テ
ー
マ
と
し
、
最
上
川
を
素
材
と
し
て
河

川
流
域
の
生
活
と
文
化
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
。

(
5
)
志
田
諄
一
「
古
代
の
霞
ヶ
浦
」
、
平
田
満
男
「
霞
ヶ
浦
と
江
戸
崎
」
、
林
基
「
近

世
常
陸
水
運
史
の
史
料
的
基
礎
」
、
渡
辺
英
夫
「
水
運
史
に
占
め
る
潮
来
の
位
置
」

な
ど

(
6
)

『
交
通
史
研
究
』
第
二
三
号
所
収
の
各
論
文
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
7
)
野
田
市
瀬
戸
岡
田
一
男
家
文
書
及
び
『
日
本
地
名
大
辞
典
十
二
千
葉
県
』

に
よ
る
。
な
お
、
同
村
の
南
縁
に
は
利
根
運
河
（
明
治
二
十
三
年
六
月
開
通
）

の
船
戸
間
門
が
設
置
さ
れ
る
。

(
8
)
享
保
五
年
「
三
ツ
堀
村
新
河
岸
取
立
二
付
境
通
故
障
一
件
」
（
柏
市
布
施
、
後

藤
酉
子
家
文
書
、
『
柏
市
史
資
料
編
六
布
施
村
関
係
文
書
（
下
）
』
七
六
頁
以

下
）

(
9
)
享
保
六
年
「
布
施
、
木
野
崎
両
村
と
瀬
戸
村
河
岸
出
入
に
境
通
六
ケ
宿
追
訴

一
件
」
（
柏
市
布
施
、
後
藤
酉
子
家
文
書
、
『
柏
市
史
資
料
編
六
布
施
村
関
係

文
書
（
下
）
』
八
五
頁
以
下
）

(
1
0
)史
料
一
、
二
の
出
典
は

(
8
)
に
同
じ
。

(
1
1
)寛
保
元
年
六
月
「
東
深
井
村
郷
差
出
帳
L
（
流
山
市
東
深
井

『
流
山
市
史
資
料
編
近
世
一
』
五
六
頁
以
下
）
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(
1
2
)寛
保
元
年
六
月
「
下
総
国
葛
飾
郡
小
金
領
之
内
花
野
井
村
郷
差
出
井
文
化
六

年
増
減
書
上
帳
」
（
柏
市
花
野
井
吉
田
俊
二
家
文
書
、
『
柏
市
史
資
料
編
七
諸

家
文
書
上
』
一
九
頁
以
下
）

(
1
3
)宝
暦
七
年
二
月
「
高
田
村
百
姓
暮
方
書
上
ケ
帳
」
（
柏
市
高
田
山
崎
要
家
文

書
、
『
柏
市
史
資
料
編
七
諸
家
文
書
上
』
二
四
八
頁
以
下
）

(
1
4
)天
明
五
年
「
手
賀
沼
新
開
助
成
井
臨
時
付
越
願
書
」
（
柏
市
大
室
豊
島
小
一

郎
家
文
書
、
『
柏
市
史
資
料
編
七
諸
家
文
書
上
』
一
五
三
頁
以
下
）

(
1
5
)天
明
元
年
六
月
「
御
益
金
差
上
荷
物
付
越
願
二
付
宿
々
御
龍
一
件
控
」
（
茨
城

県
立
歴
史
館
所
蔵
、
茨
城
県
境
町
小
松
原
康
之
助
家
文
書
）
、
同
年
「
銚
子
之
者

ら
四
人
新
河
岸
取
立
願
二
付
布
施
河
岸
故
障
申
立
一
件
」
（
柏
市
布
施
後
藤
酉

子
家
文
書
、
『
柏
市
史
資
料
編
六
布
施
村
関
係
文
書
（
下
）
』
一
八
六
頁
以
下
）

(
1
6
)丹
治
氏
前
掲
書
第
三
章
第
二
節
「
総
州
布
施
河
岸
の
盛
況
と
陸
付
荷
物
」

(
1
7
)貞
享
四
年
「
河
岸
出
入
一
件
裁
許
状
」
（
柏
市
大
室
岡
田
一
男
家
文
害
、
『
柏

市
史
資
料
編
三
大
室
村
関
係
文
書
』
一
九
八
頁
以
下
）

(
1
8
)天
明
六
年
「
下
総
国
葛
飾
郡
大
室
村
五
人
組
御
改
帳
」
（
柏
市
大
室
豊
島
小
一

郎
家
文
書
、
『
柏
市
史
資
料
編
三
大
室
村
関
係
文
書
』
八
一
頁
以
下
）

(
1
9
)享
和
三
年
「
手
賀
沼
内
船
年
貢
免
除
願
書
」
（
我
孫
子
市
根
戸
新
田
飯
泉
茂

武
家
文
書
、
『
柏
市
史
資
料
編
八
諸
家
文
書
下
』
一
七
七
頁
以
下
）

(
2
0
)天
保
四
年
「
手
賀
沼
内
川
船
改
一
件
留
」
、
柏
市
戸
張
浜
嶋
照
佳
家
文
書
、

『
柏
市
史
資
料
編
八
諸
家
文
書
下
』
三
〇
〇
頁
以
下
）
。

(
2
1
)文
化
三
年
「
河
岸
荷
物
取
扱
ノ
儀
二
付
問
屋
取
極
証
文
」
（
柏
市
戸
張
浜
嶋

照
佳
家
文
書
、
『
柏
市
史
資
料
編
八
諸
家
文
書
下
』
二
九
七
頁
以
下
）

(
2
2
)宝
暦
十
年
「
戸
張
村
々
鑑
明
細
改
書
上
帳
」
（
柏
市
戸
張
浜
嶋
照
佳
家
文
書
、

『
柏
市
史
資
料
編
八
諸
家
文
書
下
』
二
七

0
頁
）

(
2
3
)宝
暦
三
年
「
荷
物
付
越
取
極
証
文
」
（
柏
市
戸
張
浜
嶋
照
佳
家
文
書
、
『
柏

市
史
資
料
編
八
諸
家
文
書
下
』
二
九
五
頁
以
下
）

(
2
4
)安
氷
二
年
「
新
規
河
岸
問
屋
渡
世
二
付
取
替
証
文
」
（
柏
市
戸
張
浜
嶋
照
佳

家
文
書
、
『
柏
市
史
資
料
編
八
諸
家
文
書
下
』
二
九
六
頁
以
下
）

(
2
5
)文
化
三
年
「
河
岸
荷
物
取
扱
之
儀
二
付
問
屋
取
極
証
文
」
（
柏
市
戸
張

照
佳
家
文
書
、
『
柏
市
史
資
料
編
八
諸
家
文
書
下
』
二
九
七
頁
）

(
2
6
)（2
2
)に
同
じ
。

駄
賃
馬
稼
ぎ
と
耕
作
船
（
内
田
）

浜
嶋

(
2
7
)文
化
十
三
年
「
諸
荷
物
受
取
井
津
出
覚
帳
」
（
柏
市
戸
張

『
柏
市
史
資
料
編
八
諸
家
文
書
下
』
二
九
八
頁
）

(
2
8
)文
政
九
年
「
柏
村
伝
次
郎
等
居
酒
屋
渡
世
井
船
稼
二
付
我
孫
子
宿
訴
状
」
（
我

孫
子
市
本
町
小
熊
勝
夫
家
文
書
、
『
柏
市
史
資
料
編
七
諸
家
文
書
上
』
四
一

八
頁
以
下
）
、
年
不
明
「
手
賀
沼
小
舟
一
件
の
済
口
証
文
そ
の
他
」
（
印
西
町
竹

袋
吉
岡
重
弘
家
文
書
、
『
印
西
町
史
史
料
集
近
世
編
二
』
二
四

0
頁
以
下
）

(
2
9
)以
下
で
は
、
丹
治
氏
前
掲
書
第
八
章
「
関
東
に
お
け
る
川
船
支
配
政
策
の
展

開
」
の
成
果
を
参
考
に
、
中
利
根
川
筋
の
木
下
河
岸
と
前
節
で
紹
介
し
た
手
賀

沼
水
運
に
つ
い
て
考
察
し
た
。

(
3
0
)
「
浚
明
院
殿
御
実
紀
」
巻
五
十
三
、
（
『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
第
四
十
七
巻
、

七
百
八
士
二
頁
）

(
3
1
)丹
治
氏
前
掲
書
、
第
八
章
第
二
節
「
宝
暦
·
天
明
期
に
お
け
る

J
I
I
船
統
制
政

策
の
展
開
」

(
3
2
)寛
政
十
年
「
川
船
年
貢
出
銭
取
極
連
判
状
」
（
柏
市
花
野
井
吉
田
俊
二
家
文

書
、
『
柏
市
史
資
料
編
七
諸
家
文
書
上
』
四
七
頁
以
下
）

(
3
3
)
『
印
西
町
史
史
料
集
近
世
二
』
＝
一
六
六
頁
所
収

(
3
4
)石
岡
市
史
編
さ
ん
委
員
会
『
石
岡
市
史
下
巻
通
史
編
』
第

l
V編
第
四
章
「
高

浜
河
岸
と
霞
ヶ
浦
水
運
」
（
昭
和
六
十
年
三
月
、
内
田
担
当
部
分
）

(
3
5
)
「
諸
書
附
類
井
旧
記
書
抜
信
之
巻
」
九
拾
三
番
「
川
船
御
役
所
よ
り
船
改

出
役
骨
折
候
二
付
御
褒
美
被
下
候
事
」
、
印
西
町
竹
袋
吉
岡
重
弘
家
文
書
（
印

西
町
史
編
さ
ん
委
員
会
『
印
西
町
史
史
料
集
近
世
編
一
』
五
四
四
頁
以
下
）

(
3
6
)
(
2
9
)

に
よ
れ
ば
、
上
利
根
川
筋
で
も
廻
村
の
際
に
河
岸
問
屋
や
村
役
人
層
を

案
内
と
し
て
利
用
し
て
い
る
。

(
3
7
)川
名
前
掲
書
第
三
章
第
三
節
「
関
東
に
お
け
る
河
岸
問
屋
株
の
成
立
」
。
例
え

ば
、
高
橋
実
氏
ほ
常
陸
国
久
慈
郡
那
珂
郡
か
ら
の
鮮
魚
荷
物
の
江
戸
継
送
に
関

す
る
問
題
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。
（
茨
城
県
立
歴
史
館
『
鹿
島
郡
旭
村
皆
藤
家

文
書
・
東
茨
城
郡
茨
城
町
木
野
内
家
文
書
目
録
』
一
九
九
二
年
三
月
）

(
3
8
)林
基
「
近
世
初
期
江
戸
奥
羽
間
内
陸
舟
運
路
の
開
発
に
つ
い
て
」
（
『
専
修
史

学
』
第
二
十
号
）
、
渡
辺
英
夫
「
近
世
水
運
史
上
の
潮
来
の
位
置
」
（
羽
下
徳
彦

『
北
日
本
中
世
史
の
研
究
』
所
収
）
な
ど
一
連
の
業
績
を
参
照
さ
れ
た
い
。

浜
嶋
照
佳
家
文
書
、
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駄
賃
馬
稼
ぎ
と
耕
作
船
（
内
田
）

（
付
記
）
本
論
の
中
で
関
説
す
る
こ
と
を
得
な
か
っ
た
が
、
近
世
中
後
期
の
水
運
史
に

か
か
わ
っ
て
注
目
す
べ
き
研
究
に
、
井
奥
成
彦
氏
の
鬼
怒
J
I
I
筋
の
大
林
村
の
研

究
が
あ
る
。
井
奥
氏
に
よ
れ
ば
、
既
成
の
特
権
的
河
岸
と
対
抗
し
て
近
世
中
期

以
降
台
頭
す
る
小
河
岸
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
の
な
か
で
は
実
態
に
立

ち
入
っ
た
研
究
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
し
つ
つ
、
鬼
怒
川
に
面
し
た
常
陸
国
真

壁
郡
大
林
村
の
名
主
新
井
家
が
形
成
し
た
柳
戸
河
岸
を
事
例
と
す
る
考
察
を
行

い
、
幕
末
期
に
は
地
域
市
場
が
発
展
し
そ
れ
に
呼
応
し
て
小
河
岸
が
生
成
発
展

し
た
こ
と
、
こ
れ
に
対
し
て
、
輸
送
先
と
し
て
の
江
戸
の
地
位
が
相
対
的
に
低

下
し
こ
れ
と
結
び
つ
く
既
存
の
特
権
的
河
岸
が
衰
退
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
さ

れ
た
。
／
井
奥
成
彦
「
幕
末
に
お
け
る
小
河
岸
形
成
の
意
義
ー
常
州
大
林
村
新

井
家
「
諸
荷
物
船
積
入
帳
」
の
分
析
を
中
心
に
ー
」
（
『
史
学
』
第
五
七
巻
第
四

号
、
一
九
八
八
年
三
月
）
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